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★さしあげます：五月人形、座卓2台、仕立て台（和裁）、ルームランナー　★ゆずってください：きよせ幼稚園女子制服
・体操着一式　申 問4月15日午前9時から電話で消費生活センター☎042-495-6211へ

リサイクル情報
（無料・先着順）

今月開催の会議・委員会
会議・委員会名 日時 場所 問合せ 備考

第4回農業委員会 4月22日㈪
午前9時～

コミュニティ
プラザひまわ
り

清瀬市農業委員会事務局
（産業振興課産業振興係）
☎042-497-2052

傍聴希望者は
直接会場へ。

名称 日時 場所 申込み・問合せ

予
市
民
相
談

法律相談 8日㈬・15日㈬・22日㈬
午後1時～4時30分(いずれも30分×7枠)

生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

秘書広報課広報広聴
係
☎042-497-1808

対市内在住・在勤・
在学の方
※4月15日 午 前8時
30分から受け付け。

人権身の上相談 8日㈬午後1時～3時（40分×3枠）
土地家屋調査士相談

（境界・測量・登記）9日㈭
午後1時～3時（いずれも30分×4枠）不動産取引相談

年金・労働相談 8日㈬
午前9時30分～11時30分（40分×3枠）

司法書士相談
（登記・相続・遺言）

8日㈬
午後1時～3時30分（30分×5枠）

税務相談 15日㈬
午前9時30分～11時30分

（いずれも30分×4枠）
行政書士相談

（相続・遺言書等の手続）
行政相談 15日㈬午後1時～3時（30分×4枠）

交通事故相談 22日㈬
午後1時～3時30分（50分×3枠）

予直電防犯（犯罪被害者
支援なども含む）相談

毎週月～金曜日（水曜日・祝日を除く）
午前8時30分～午後5時

防災防犯課防犯係
☎042-497-1848

直母子・父子・女性相談 毎週月～金曜日（祝日を除く）
午前8時30分～午後5時

生活福祉課
☎042-492-5111（代表）

直電子ども家庭相談 毎日（火曜日を除く）
午前9時～午後5時

子ども家庭支援センター
☎042-495-7701

予電教育相談 毎週火～土曜日（祝日を除く）
午前9時～午後5時

教
育
相
談

セ
ン
タ
ー

教育相談室
☎042-493-3526（☎
042-493-4122）
※電話予約は午前9
時から受け付け。

予
電
ア
イ
レ
ッ
ク
相
談

一般相談
7日㈫・10日㈮・16日㈭・21日㈫・24
日㈮・30日㈭
午前10時～午後4時

男女共同参画センター（アイ
レック）
☎042-495-7002
※電話予約は平日午前8時
30分～午後5時に受け付け。
※保育あり（要予約）。
※電話による相談も可能。

一般相談（夜間） 16日㈭午後5時30分～午後9時

DV・モラハラ相談 8日㈬・9日㈭・15日㈬・23日㈭・29日
㈬午前10時～午後4時

法律相談 14日㈫・28日㈫午後2時～4時

直電消費生活相談 毎週月～金曜日午前10時～午後4時
（正午～午後1時と祝日を除く）

消費生活センター
☎042-495-6212

直清瀬・ハローワーク
就職情報室

毎週月～金曜日（祝日を除く）
午前9時～午後5時

クレアビル
（4階） 

清瀬・ハローワーク
就職情報室
☎042-494-8609

月の5 予＝予約　直＝直接　電＝電話

◆市（まちづくり応援基金）へ
　菊池薫様（10,000円）、匿名様1件
（10,000円）
◆市（緑地保全基金）へ
　チャリティーコンサート読売新聞
販売店清瀬支部一同様（20,000円）
◆社会福祉協議会へ
　穐本美佐子様（100,000円）、しん
あいバザー様（42,880円）、原襄二
芸能60周年記念チャリティー様
（25,000円）、荒井一太郎様（10,000
円）、清瀬第四小学校四年学級部様
（5,000円）、はたおり伝承の会様
（3,836円）
　ありがとうございました。

統計きよせ　平成30年版
　「統計きよせ　
平成30年版」を刊
行しました。なお、
市ホームページで
も公開していま
す。
【販売場所】文書法
制課統計係窓口
 費1冊500円 問文書法制課統計係☎
042-497-2032
「清瀬市商工振興計画」を策定
　市では、平成29年度～平成30年
度にかけて開催した清瀬市商工振興
計画策定委員会の議論を踏まえて、
「清瀬市商工振興計画」を策定しま
した。「清瀬市商工振興計画」の冊
子は、産業振興課窓口、市内各公共
施設、市ホームページでご覧いただ
けます。 問産業振興課産業振興係
☎042-497-2052

年度始め　新体制での 
自衛消防訓練を！

　消防法により、防火管理者の選任
が義務となる建物（事業所）は、自

 申 問①～②は健康推進課成人保健係☎042-497-2076、③は健康づくり推進員・村野☎042-492-
2894、④～⑤は健康推進課母子保健係☎042-497-2077へ

事業名・対象・内容など 日時 場所 申込み
①男の健康料理教室～メンズキッチン～
　バランスよく、簡単に作ることができる家庭料理を、基
礎から学んでみませんか。 対市内在住の20歳以上の男性。
先着20人 費調理実習費600円 持エプロン・三角巾・手拭
きタオル・健康手帳

5月30日㈭
午前10時～午
後1時

健
康
セ
ン
タ
ー

４
月
15
日
か
ら

直
接
窓
口
ま
た
は

電
話
で
申
込
み

②おなかスッキリエクササイズ
 対市内在住の方。先着40人 講健康運動指導士　八木香
氏 持タオル・飲み物・運動しやすい服装

5月17日㈮
午後1時30分
～3時20分

③健康づくり推進員運営 いきいきハイキング10キロコース
　西武池袋線飯能駅より奥武蔵自然歩道を辿り、メッツァ
ビレッジなどを歩きます。 対日ごろから継続的に散歩など
の運動をしており医師からの運動制限がない方 費100円（保
険料・運営費など。交通費他は別途自己負担） 持昼食（食堂
あり）・飲み物・雨具・歩きやすい服装と靴

4月23日㈫
午前9時受け
付け開始(出発
は午前9時25
分、雨天中止）

集合＝清瀬 駅
北口連絡通路
解 散＝西武 池
袋線飯能駅
※直 接集合場
所へ。

④スマイルベビーきよせニコニコ親子クラス
　保健師への育児相談、足形アートを実施しています。また、
手軽に作れるおやつを、管理栄養士が紹介します。今回の
テーマは「春」を予定しています。 対生後1か月～1歳未満の
子どもとその母親。先着10組 費100円 持母子健康手帳・
ハンドタオル・子どものお出かけグッズ・汚れてもよい服装
※上の子どもの保育あり（就学前まで、先着3人）。

5月13日㈪
午前10時～正
午
（受け付けは午
前9時40分 か
ら）

健
康
セ
ン
タ
ー

4
月
15
日
か
ら
電
話
で
申
込
み

⑤離乳食から幼児食へのステップアップレッスン
　子どもの食べやすい幼児食の調理実演と試食・相談を行
います。 対1歳～1歳6か月の子どもを持つ保護者。先着15
組 費100円（試食実演費） 持母子健康手帳・子どものお出か
けグッズ

5月15日㈬
午前10時～正
午

　

　4月1日より新生児聴覚検査の
検査費用の一部助成をします。対
象は、平成31年4月1日以降に生
まれた乳児です。出生後1回のみ
受診ができます。原則として入院
中、もしくは出生後（出生日を0
日として数える）より50日までに
利用してください。
　検査方法は、自動聴性脳幹反応
検査（自動ABR）または耳音響放射

検査（OAE）です。なお、3月31日
までに新生児聴覚検査を受けた方
への償還払いは行っていません。
3月31日以前に妊娠の届出をさ
れ、かつ、出産予定日が4月1日
以降の方は、「新生児聴覚検査受
診票」を個別にお送りしています。
ご不明な点は、下記へお問い合わ
せください。 問健康推進課母子
保健係☎042-497-2077

新生児聴覚検査の検査費用の一部を助成

　

　第1回定例市議会は、2月28日
から3月27日まで開催しました。
　今定例会では、平成31年度清
瀬市一般会計予算及び特別会計予
算など、市長提出議案24件を可
決・承認・同意しました。また、
議員提出議案5件を可決、陳情4
件が採択されました。
　以下、主な議案についてご報告
します。
■平成31年度清瀬市一般会計予
　算
　概要は、4・5面に掲載。
■清瀬市教育基金条例の一部を改
　正する条例
　学校教育の充実及び生涯学習の
振興を図るため、清瀬市郷土博物
館資料収集基金を廃止し、清瀬市
教育基金に統合する条例改正を行
いました。
■清瀬市コミュニティプラザ条例
　等の一部を改正する条例
　ひまわりフェスティバル開催時
に、臨時駐車場として使用してい
るコミュニティプラザの多目的屋
外広場について、イベントを円滑
に実施する財源を確保するため、

駐車場使用料を従前の1回500円
から、1回1,000円とする条例改
正を行いました。なお、下宿運動
公園広場も同様の理由で改正を行
いました。
■清瀬市国民健康保険税条例の一
　部を改正する条例
　国民健康保険税の基礎課税額の
課税限度額を54万円から58万円
とする条例改正を行いました。こ
のことにより、既に公布されてい
る一部改正条例とあわせて、課税
限度額は、基礎課税額分が52万
円から58万円に、後期高齢者支
援金等課税額分が17万円から19
万円となりました。
■清瀬市消防団条例の一部を改正
　する条例
　昨今の災害状況において女性の
防災視点は重要な課題となってい
ることから、女性消防団員2人の
増員と、より地域に密着した災害
対応を強化するため、消防団本部
の副団長を1人増員する条例改正
を行いました。
 問議会事務局議事係☎042-497-
2567

平成31年第1回定例市議会

衛消防訓練を行う必要があります。
新年度は人の入れ替わりがある時期
です。この機会に、新体制での自衛
消防訓練を実施して、自主防火管理
体制を万全にしましょう。自衛消防
訓練に関しては、下記へご連絡くだ
さい。
 問清瀬消防署☎042-491-0119

　

　住民主体型の仲間づくりを目的
とした運動グループを立ち上げま
せんか？　立ち上げに興味のある
方々に対して、グループで行える
筋力トレーニングの体験会と説明
会を開催します。一部の会場では
体力測定会も開催します。　この
機会に運動グループを立ち上げ
て、皆で歩く時のバランスや姿勢
を良くしませんか？　
 対市内在住で、週1回の運動グル
ープを立ち上げたい方・仲間づく
りをしたい方 日 ①4月19日㈮午後

2時～4時②5月14日
㈫午後2時～4時③6
月18日㈫午後1時30
分～4時30分（体験
会＆体力測定会）
 場①きよせボランティア・市民活
動センター②野塩地域市民センタ
ー③下宿地域市民センター 持動
きやすい服装・タオル・飲料など
 申 問各回の前日までに社会福祉
協議会☎042-495-5333へ
※運動内容は概ね60歳以上の方
（約20,000人）を対象としています。

きよせ10の筋トレ　清瀬市2万人 筋力UP! 大作戦


